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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
通
知
（
五
一
二
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
１

◯
都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
五
一
三
・
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
１

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
五
一
四
・
由
利
地
域
振
興
局
建

設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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公
　
告

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支
援

室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
告
示
第
五
百
十
二
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三

十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

仙
北
郡
美
郷
町
字
潟
尻
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
水
源
の
か
ん
養

（三）

解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
（一）

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

能
代
市
能
代
町
字
下
浜
一
の
一
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
飛
砂
の
防
備

（三）

解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及

び
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
、
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
能
代
市
役

所
及
び
仙
北
郡
美
郷
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
五
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称
　
秋
田
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

秋
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
一
・
四
四
号
新
都
市
大
通
線

三
・
四
・
四
五
号
上
北
手
雄
和
線

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
八
年
六
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

（一）

収
用
の
部
分

秋
田
市
上
北
手
猿
田
字
堤
ノ
沢
、
字
中
谷
地
及
び
字
寺
ノ
内
地
内
並

び
に
秋
田
市
上
北
手
古
野
字
台
及
び
字
脇
ノ
田
地
内

（二）

使
用
の
部
分

な
し

秋
田
県
告
示
第
五
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
十
八
年
五
月
十
六
日
付
け
指
令
由
建
―
三
百
三
十
で
許
可
し

た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
寺
内
字
神
屋
敷
二
百
九
十
五
番
地
三
十
八

株
式
会
社
秋
田
ク
ボ
タ

代
表
取
締
役
　
白
　
石
　
光
　
弘

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

に
か
ほ
市
象
潟
町
字
大
門
先
五
番
四
、
六
番
一
、
六
番
三
及
び
二
十
八

番
五

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
五
月
二
十
二
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
太
陽
の
園
」

三
　
代
表
者
の
氏
名

山
本
　
幸
右
衛
門

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
県
横
手
市
赤
坂
字
仁
坂
百
五
番
一
地
内

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
心
身
に
障
害
を
か
か
え
た
人
た
ち
が
健
や
か
に
生
き
が

い
を
も
っ
て
日
々
生
活
で
き
る
よ
う
に
、
自
立
生
活
へ
の
支
援
と
就
労
支

援
を
行
う
。
ま
た
、
地
域
の
人
た
ち
と
一
緒
に
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
や
演

劇
、
コ
ン
サ
ー
ト
等
へ
の
鑑
賞
、
参
加
、
出
演
等
社
会
参
加
の
た
め
の
支

援
活
動
を
行
い
、
も
っ
て
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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公
　
　
　
　
　
　
告
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